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限
度
額
適
用
認
定
証

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お
り

次
の
①
〜
③
に
該
当
す
る
人
は
、
申

請
に
よ
り「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
住

民
税
非
課
税
の
国
保
世
帯
に
属
し
て

い
る
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」）
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
人
は

医
療
機
関
で
自
己
負
担
限
度
額
を
確

認
で
き
る
た
め
申
請
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
過
去
12
ヵ
月
間
で
入
院

日
数
が
90
日
を
超
え
た
住
民
税
非
課

税
世
帯
ま
た
は
低
所
得
者
Ⅱ
の
人
は

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
食
事
代
が

減
免
さ
れ
る
の
で
、
該
当
す
る
場
合

は
マ
イ
ナ
保
険
証
と
資
格
確
認
書
の

い
ず
れ
の
人
も
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
70
歳
未
満
の
人

②
70
歳
以
上
で
低
所
得
者
Ⅱ
ま
た
は

低
所
得
者
Ⅰ
の
人
（
住
民
税
非
課
税

の
国
保
世
帯
に
属
し
て
い
る
人
）

③
70
歳
以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
で

所
得
区
分
Ⅰ
（
課
税
所
得
１
４
５
万
円

以
上
３
８
０
万
円
未
満
）
ま
た
は
所
得

区
分
Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万
円
以
上

６
９
０
万
円
未
満
）
に
該
当
す
る
人

※
①
〜
③
の
い
ず
れ
も
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
を
持
っ
て
い
る
人

は
除
く
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
料

の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
原
則
と
し

て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

場所　健診センター
対象　15歳以上40歳未満（今年度中に40歳になる人除く）
の泉佐野市国民健康保険加入者
※妊娠中・出産後1年以内の人は対象外
定員　各時間10人（先着順）
自己負担金　1,000円
申込
●インターネット予約（https://www.aitel-reservati
on.jp/izumisanocity-osaka/）
①②：7月7日㈫ 午前8時30分～27日㈪ 午後7時
③：9月7日㈪ 午前8時30分～28日㈪ 午後7時
右記の二次元コードからも予約可
●電話予約　午前8時30分～午後7時（日曜日、祝日除く）
①②：7月7日㈫～27日㈪
③：9月7日㈪～28日㈪
フリーダイヤル 0120-188-489（聴覚障害者用Fax46
1-4571）へ
問合先　国保年金課、健康推進課
※一時保育（事前予約制・先着順）あり。予約は健（検）診の予約を済
ませたうえで、申込期間に健康推進課へ問い合わせてください。

健診日 時間

①8月
23日㈰

②8月
24日㈪

③10月
26日㈪

9:00～9:15
9:15～9:30
9:30～9:45
9:45～10:00
10:00～10:15
10:15～10:30
10:30～10:45
10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30

さのテル▶

子宮がん検診（頸部のみ・
自己負担金800円・各時間4
人）も同時に受診可能です。

国民健康保険

資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

　
「
資
格
確
認
書（
茶
色・カ
ー
ド
型
）」

ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
（
白

色
・
Ａ
４
サ
イ
ズ
）
」
を
送
付
し
ま
す
。

現
在
交
付
し
て
い
る
資
格
確
認
書
は
８

月
１
日
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
（
健
康
保
険
証
と

し
て
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
）
を
持
っ
て
い
る
人
に

は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
、
持
っ

て
い
な
い
人
に
は
資
格
確
認
書
を
そ

れ
ぞ
れ
別
の
封
筒
で
送
付
し
ま
す

（
同
じ
世
帯
で
も
届
く
日
が
違
う
場

合
が
あ
り
ま
す
）
。
８
月
に
な
っ
て

も
届
か
な
い
場
合
は
国
保
年
金
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
75
歳
に
な
る
人
…
８
月
１
日
以
降

に
75
歳
に
な
る
人
は
、
資
格
確
認
書
ま

た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期

限
が
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
対
象
と
な
る
た
め
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
確
認
書

ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
75
歳

に
な
る
前
に
郵
送
し
ま
す
。

●
外
国
籍
の
人
…
７
月
31
日
ま
で
に

在
留
期
間
の
満
了
を
迎
え
る
外
国
籍

の
人
は
、
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
の
有
効
期
限
が
在

留
期
間
の
満
了
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

在
留
期
間
を
延
長
し
た
場
合
は
、
資

格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
70
歳
以
上
の
人
の
高
齢
受
給
者
証

は
資
格
確
認
書
・
マ
イ
ナ
保
険
証
と

一
体
化
し
ま
す

　

令
和
８
年
８
月
か
ら
従
来
の
高
齢

受
給
者
証
は
廃
止
さ
れ
、
資
格
確
認

書
・
マ
イ
ナ
保
険
証
に
一
体
化
さ
れ
ま

す
。
高
齢
受
給
者
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
が
、
資
格
確
認
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
保

険
証
だ
け
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
な
ど
は
資
格
確
認
書
ま

た
は
マ
イ
ナ
保
険
証
だ
け
で
負
担
割

合
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
こ
れ
か
ら
は
高
齢
受
給
者
証
が

不
要
に
な
り
ま
す
。

【
従
来
か
ら
の
変
更
点
】

①
マ
イ
ナ
保
険
証
の
人

●
今
ま
で
：
マ
イ
ナ
保
険
証
の
み
、

ま
た
は
マ
イ
ナ
保
険
証
と
高
齢
受
給

者
証
で
医
療
機
関
を
受
診

●
こ
れ
か
ら
：
マ
イ
ナ
保
険
証
の
み

で
医
療
機
関
を
受
診

②
資
格
確
認
書
の
人

●
今
ま
で
：
資
格
確
認
書
と
高
齢
受

給
者
証
で
医
療
機
関
を
受
診

●
こ
れ
か
ら
：
資
格
確
認
書
の
み
で

医
療
機
関
を
受
診

　

医
療
機
関
に
認
定
証
な
ど
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
月
の
一
医

療
機
関
（
入
院
・
外
来
・
歯
科
は
そ

れ
ぞ
れ
別
計
算
）
で
の
自
己
負
担
が

限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
が
７
月
31
日
㈮
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
資
格
確
認
書
の
人

は
８
月
以
降
医
療
機
関
に
提
示
す
る

場
合
は
新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。

更
新
の
申
請
は
７
月
１
日
㈬
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。（
郵
送
可
）
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